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令和３年９月２２日（水曜日）第３回定例会 

 

○出席議員（１６名） 

   １番  國  井  輝  明  議員     ２番  太  田  陽  子  議員 

   ３番  鈴  木  み ゆ き  議員     ４番  安 孫 子  義  徳  議員 
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   議事日程第５号       第３回定例会 

   令和３年９月２２日（水）  予算特別委員会終了後開議 

 

   再  開 

  （決算特別委員会付託関係） 

日程第 １ 認第 １号 令和２年度寒河江市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 〃  ２ 認第 ２号 令和２年度寒河江市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 〃  ３ 認第 ３号 令和２年度寒河江市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

 〃  ４ 認第 ４号 令和２年度寒河江市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 〃  ５ 認第 ５号 令和２年度寒河江市介護認定審査会共同設置特別会計歳入歳出決算の認定に 

            ついて 

 〃  ６ 認第 ６号 令和２年度寒河江市財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）歳入歳出決算の認 

            定について 

 〃  ７ 認第 ７号 令和２年度寒河江市立病院事業会計決算の認定について 

 〃  ８ 議第４３号 令和２年度寒河江市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

 〃  ９ 議第４４号 令和２年度寒河江市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

 〃 １０ 決算特別委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃 １１ 質疑・討論・採決 

 

  （予算特別委員会付託関係） 

日程第１２ 議第４５号 令和３年度寒河江市一般会計補正予算（第５号） 

 〃 １３ 予算特別委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃 １４ 質疑・討論・採決 

 

  （総務産業常任委員会付託関係） 

日程第１５ 議第４７号 寒河江市個人情報保護条例の一部改正について 

 〃 １６ 議第４８号 寒河江市手数料条例の一部改正について 

 〃 １７ 議第４９号 寒河江市チェリーランドに関する条例の一部改正について 

 〃 １８ 議第５０号 西村山広域行政事務組合規約の一部変更について 

 〃 １９ 議第５１号 市道路線の認定について 

 〃 ２０ 請願第４号 米の需給調整に関する請願 

 〃 ２１ 総務産業常任委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃 ２２ 質疑・討論・採決 

 

  （厚生文教常任委員会付託関係） 

日程第２３ 議第４６号 令和３年度寒河江市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 〃 ２４ 厚生文教常任委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃 ２５ 質疑・討論・採決 
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日程第２６ 議会案第８号 米の需給調整に関する意見書の提出について 

 〃 ２７ 議案説明 

 〃 ２８ 質疑・討論・採決 

 〃 ２９ 議会案第９号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書 

             の提出について 

 〃 ３０ 議案説明 

 〃 ３１ 委員会付託 

 〃 ３２ 質疑・討論・採決 

   閉  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第５号に同じ 

 

   日程の追加 

   寒河江市議会議会運営委員会委員長の互選結果報告について 

 

 

 

   再    開    午前１０時４５分 

 

○國井輝明議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  ここで本日の会議運営について、議会運営委

員長の報告を求めます。古沢議会運営委員長。 

   〔古沢清志議会運営委員長 登壇〕 

○古沢清志議会運営委員長 本日の会議運営につ

きましては、去る９月21日、委員６名全員出席

並びに関係者出席の下、議会運営委員会を開催

し、協議いたしましたので、その結果について

御報告申しあげます。 

  初めに、本日追加されます案件について申し

あげます。 

  追加案件は、議会案第８号米の需給調整に関

する意見書の提出について及び議会案第９号コ

ロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財

源の充実を求める意見書の提出についての２件

であります。 

  このことにより、議事日程の一部変更が必要

となります。日程変更の詳細につきましては、

お示ししております日程表のとおり変更となり

ます。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申しあげ、御報告といたします。 

○國井輝明議長 お諮りいたします。 

  本日の会議運営は、ただいまの議会運営委員

長報告のとおり決定することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議運営は、議会運営委員長
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報告のとおり決定いたしました。 

  本日の会議は、議事日程第５号によって進め

てまいります。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 日程第１、認第１号令和２年度

寒河江市一般会計歳入歳出決算の認定について

から日程第９、議第44号令和２年度寒河江市下

水道事業会計利益の処分及び決算の認定につい

てまでの９案件を一括議題といたします。 

 

決算特別委員会の審査の 

経過並びに結果報告 

 

○國井輝明議長 日程第10、決算特別委員会の審

査の経過並びに結果報告であります。 

  決算特別委員長報告を求めます。月光決算特

別委員会副委員長。 

   〔月光裕晶決算特別副委員長 登壇〕 

○月光裕晶決算特別副委員長 ただいま委員長が

不在となっておりますので、副委員長の私から

決算特別委員会における審査の経過と結果につ

いて御報告申しあげます。 

  本委員会に付託になりました案件は、認第１

号令和２年度寒河江市一般会計歳入歳出決算の

認定について、認第２号令和２年度寒河江市国

民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、認第３号令和２年度寒河江市後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算の認定について、認第

４号令和２年度寒河江市介護保険特別会計歳入

歳出決算の認定について、認第５号令和２年度

寒河江市介護認定審査会共同設置特別会計歳入

歳出決算の認定について、認第６号令和２年度

寒河江市財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）

歳入歳出決算の認定について、認第７号令和２

年度寒河江市立病院事業会計決算の認定につい

て、議第43号令和２年度寒河江市水道事業会計

利益の処分及び決算の認定について、議第44号

令和２年度寒河江市下水道事業会計利益の処分

及び決算の認定についてであります。 

  ９月９日、委員13名出席、当局からは市長は

じめ関係課長等出席の下、委員会を開会し、９

案件を一括議題とし、議案説明を受け質疑に入

り、質疑の後、各分科会に分担付託し、審査す

ることにいたしました。 

  各分科会の審査の経過につきましては、本日

再開されました委員会で詳しく報告されており

ますので省略させていただきますが、各分科会

とも原案を了とすることと決した旨の報告があ

りました。 

  各分科会委員長報告の後、委員長報告に対す

る質疑を行い、討論を終結し、採決に入りまし

た。 

  最初に、認第１号から認第７号までの７案件

を一括して採決した結果、賛成多数をもって原

案のとおり認定すべきものと決しました。 

  次に、議第43号及び議第44号の２案件につい

て一括して採決した結果、賛成多数をもって原

案のとおり可決及び認定すべきものと決しまし

た。 

  その後、古沢清志委員より、委員長辞任願が

提出され、本委員会においてこれを許可してお

ります。 

  以上で決算特別委員会における審査の経過と

結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○國井輝明議長 日程第11、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 
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   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  初めに、認第１号令和２年度寒河江市一般会

計歳入歳出決算の認定について、認第２号令和

２年度寒河江市国民健康保険特別会計歳入歳出

決算の認定について、認第３号令和２年度寒河

江市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定について、認第４号令和２年度寒河江市介護

保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認

第５号令和２年度寒河江市介護認定審査会共同

設置特別会計歳入歳出決算の認定について、認

第６号令和２年度寒河江市財産区特別会計（高

松、醍醐、三泉）歳入歳出決算の認定について

及び認第７号令和２年度寒河江市立病院事業会

計決算の認定についての７案件を一括して採決

いたします。 

  ただいまの７案件に対する委員長報告はいず

れも認定であります。 

  ７案件は委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、認第１号、認第２号、認第３号、認

第４号、認第５号、認第６号及び認第７号の７

案件は原案のとおり認定されました。 

  次に、議第43号令和２年度寒河江市水道事業

会計利益の処分及び決算の認定について及び議

第44号令和２年度寒河江市下水道事業会計利益

の処分及び決算の認定についての２案件を一括

して採決いたします。 

  ただいまの２案件に対する委員長報告はいず

れも可決及び認定であります。 

  ２案件は委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第43号及び議第44号は原案のとお

り可決及び認定されました。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 次に、日程第12、議第45号令和

３年度寒河江市一般会計補正予算（第５号）を

議題といたします。 

 

予算特別委員会の審査の 

経過並びに結果報告 

 

○國井輝明議長 日程第13、予算特別委員会の審

査の経過並びに結果報告であります。 

  予算特別委員長報告を求めます。佐藤予算特

別委員長。 

   〔佐藤耕治予算特別委員長 登壇〕 

○佐藤耕治予算特別委員長 予算特別委員会にお

ける審査の経過と結果について御報告申しあげ

ます。 

  本委員会に付託になりました案件は、議第45

号令和３年度寒河江市一般会計補正予算（第５

号）であります。 

  ９月９日、委員14名出席、当局からは市長は

じめ関係課長等出席の下、委員会を開会し、議

第45号を議題とし、質疑の後、各分科会に分担

付託し審査することといたしました。 

  各分科会の審査の経過につきましては、本日

再開されました委員会で詳しく報告されており

ますので省略させていただきますが、各分科会

とも原案を了とすることと決した旨の報告があ

りました。 

  各分科会委員長報告の後、委員長報告に対す

る質疑を行い、討論を終結し、採決に入りまし

た。 

  議第45号を採決の結果、賛成多数をもって原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上で、予算特別委員会における審査の経過

と結果について御報告を終わります。 
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質疑・討論・採決 

 

○國井輝明議長 日程第14、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  議第45号令和３年度寒河江市一般会計補正予

算（第５号）に対する委員長報告は可決であり

ます。 

  本案は委員長報告のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第45号は原案のとおり可決されま

した。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 次に、日程第15、議第47号寒河

江市個人情報保護条例の一部改正についてから

日程第20、請願第４号米の需給調整に関する請

願までの６案件を一括議題といたします。 

 

総務産業常任委員会の 

審査の経過並びに結果報告 

 

○國井輝明議長 日程第21、総務産業常任委員会

の審査の経過並びに結果報告であります。 

  総務産業常任委員長報告を求めます。後藤総

務産業常任委員長。 

   〔後藤健一郎総務産業常任委員長 登壇〕 

○後藤健一郎総務産業常任委員長 総務産業常任

委員会における審査の経過と結果について御報

告申しあげます。 

  本委員会は、９月10日、委員７名出席し開会

いたしました。 

  付託されました案件は、議第47号から議第51

号まで及び請願第４号の６案件であります。 

  審査に入る前に審査の都合上、初めに、議第

51号の審査を行い、次に、議第47号、議第48号、

議第49号、議第50号、請願第４号の順で審査す

ることを諮り、異議なく了承され、そのように

審査することに決しました。 

  順を追って審査の内容を申しあげます。 

  初めに、議第51号市道路線の認定についてを

議題とし、当局の説明を求め、質疑に入りまし

た。質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「仲田のほうについては、今回認定

する市道の突き当たりに舗装された民地が接続

しているが、雪置場などでのトラブル発生の心

配はないか」との問いがあり、当局より「開発

行為を行う前に事前に図面での協議はされてお

りますが、御指摘の場所については、今後、な

お開発業者との協議で調整していく必要がある

と思っております」との答弁がありました。 

  採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  次に、議第47号寒河江市個人情報保護条例の

一部改正についてを議題とし、当局の説明を求

め、質疑に入りましたが、質疑もなく、討論を

終結し、採決の結果、賛成多数をもって原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第48号寒河江市手数料条例の一部改

正についてを議題とし、当局の説明を求め、質

疑に入りましたが、質疑もなく、討論を終結し、

採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  次に、議第49号寒河江市チェリーランドに関

する条例の一部改正についてを議題とし、当局
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の説明を求め質疑に入りましたが、御報告する

質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成

多数をもって原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

  次に、議第50号西村山広域行政事務組合規約

の一部変更についてを議題とし、当局の説明を

求め質疑に入りましたが、質疑もなく、討論を

終結し、採決の結果、賛成多数をもって原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

  次に、請願第４号米の需給調整に関する請願

を議題とし、担当書記による請願文書朗読後、

審査に入りましたが、質疑、意見等もなく、討

論を終結し、採決の結果、賛成多数をもって原

案のとおり採択すべきものと決しました。 

  請願第４号が採択すべきものと決しましたの

で、請願第４号に係る意見書について、担当書

記による意見書案の朗読後、審査に入りました

が、質疑、意見等もなく、討論を終結し、採決

の結果、賛成多数をもって意見書案のとおり議

会案を提出するものと決しました。 

  以上で総務産業常任委員会における審査の経

過と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○國井輝明議長 日程第22、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  議第47号寒河江市個人情報保護条例の一部改

正について、議第48号寒河江市手数料条例の一

部改正について、議第49号寒河江市チェリーラ

ンドに関する条例の一部改正について、議第50

号西村山広域行政事務組合規約の一部変更につ

いて、議第51号市道路線の認定について及び請

願第４号米の需給調整に関する請願の６案件を

一括して採決いたします。 

  ただいまの６案件に対する委員長報告はいず

れも可決及び採択であります。 

  ６案件は委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第47号、議第48号、議第49号、議

第50号、議第51号及び請願第４号の６案件は原

案のとおり可決及び採択されました。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 次に、日程第23、議第46号令和

３年度寒河江市介護保険特別会計補正予算（第

１号）を議題といたします。 

 

厚生文教常任委員会の 

審査の経過並びに結果報告 

 

○國井輝明議長 日程第24、厚生文教常任委員会

の審査の経過並びに結果報告であります。 

  厚生文教常任委員長報告を求めます。鈴木厚

生文教常任委員長。 

   〔鈴木みゆき厚生文教常任委員長 登壇〕 

○鈴木みゆき厚生文教常任委員長 厚生文教常任

委員会における審査の経過と結果について御報

告申しあげます。 

  本委員会は、９月13日、委員全員出席し開会

いたしました。 

  付託されました案件は、議第46号の１案件で

あります。 

  審査の内容を申しあげます。 

  初めに、議第46号令和３年度寒河江市介護保
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険特別会計補正予算（第１号）を議題とし、当

局の説明を求め、質疑に入りましたが、質疑も

なく、討論を終結し、採決の結果、賛成多数を

もって原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

  以上で厚生文教常任委員会における審査の経

過と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○國井輝明議長 日程第25、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  議第46号令和３年度寒河江市介護保険特別会

計補正予算（第１号）を採決いたします。 

  本案に対する委員長報告は可決であります。 

  本案は委員長報告のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第46号は原案のとおり可決されま

した。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 次に、日程第26、議会案第８号

米の需給調整に関する意見書の提出についてを

議題といたします。 

 

議 案 説 明 

 

○國井輝明議長 日程第27、議案説明であります。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議会案第８号

については、会議規則第37条第３項の規定によ

り議案説明を省略したいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議案説明を省略することに決しまし

た。 

 

質疑・討論・採決 

 

○國井輝明議長 日程第28、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  議会案第８号について質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議会案第８号米の需給調整に関する

意見書の提出についてを採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議会案第８号は原案のとおり可決さ

れました。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 次に、日程第29、議会案第９号

コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税

財源の充実を求める意見書の提出についてを議

題といたします。 

 

議 案 説 明 
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○國井輝明議長 日程第30、議案説明であります。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議会案第９号

については、会議規則第37条第３項の規定によ

り議案説明を省略したいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議案説明を省略することに決しまし

た。 

 

委 員 会 付 託 

 

○國井輝明議長 日程第31、委員会付託でありま

す。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議会案第９号

については、会議規則第37条第３項の規定によ

り委員会付託を省略したいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、委員会付託を省略することに決しま

した。 

 

質疑・討論・採決 

 

○國井輝明議長 日程第32、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  議会案第９号について質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議会案第９号コロナ禍による厳しい

財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意

見書の提出についてを採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議会案第９号は原案のとおり可決さ

れました。 

  この際、暫時休憩いたします。 

 休 憩 午前１１時１３分  

 再 開 午前１１時２５分  

○國井輝明議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

 

日 程 の 追 加 

 

○國井輝明議長 先ほど古沢清志議会運営委員長

から委員長の辞任願が提出されました。 

  休憩中に開催されました議会運営委員会にお

いて、古沢議員の議会運営委員長辞任について

許可され、後任の委員長の互選が行われました。 

  お諮りいたします。 

  この際、寒河江市議会議会運営委員会委員長

の互選結果報告についてを日程に追加すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、寒河江市議会議会運営委員会委員長

の互選結果報告についてを日程に追加すること

に決しました。 

 

寒河江市議会議会運営委員会 

委員長の互選結果報告について 

 

○國井輝明議長 議会運営委員会委員長の互選結

果を報告いたします。 

  議会運営委員会委員長は、阿部 清議員に決

定いたしました。 
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   閉    会    午前１１時２６分 

 

○國井輝明議長 これにて令和３年第３回寒河江

市議会定例会を閉会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 


